
 

文化財分科会における審議状況と今後の課題 

 

１．これまでの審議状況  

○ 第 22 期文化審議会文化財分科会における答申状況 

  第 22 期文化審議会文化財分科会（令和４年４月～）は，文化財

保護法の規定による審議事項として，国宝・重要文化財の指定等，

登録文化財の登録等，文化財保存活用地域計画・文化財保存活用 

計画の認定等，及び現状変更の許可等について調査審議を行い， 

下表のとおり２，６０１件の答申を得た。 

 

指定・選定等 １７２件 

 国宝・重要文化財（建造物）の指定等  

・勝
しょう

興寺
こ う じ

本堂
ほんどう

，大広間
おおひろま

及び式台
しきだい

 等 

国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等 

・喪乱帖
そうらんじょう

 等 

重要無形文化財の指定及び保持者の認定 

・尺八
しゃくはち

 野村
の む ら

峰山
ほうざん

 等 

重要有形民俗文化財の指定  

・陸前高田
りくぜんたかた

の漁撈
ぎょろう

用具
よ う ぐ

 

重要無形民俗文化財の指定等  

・川野車
かわのくるま

人形
にんぎょう

 等 

特別史跡名勝天然記念物・史跡名勝天然記念物の指定等  

・鎌倉
かまくら

街道
かいどう

上道
かみつみち

 等 

重要文化的景観の選定  

・緒方
お が た

川
がわ

と緒方
お が た

盆地
ぼ ん ち

の農村
のうそん

景観
けいかん

 等 

 

２７件 

 

５１件 

 

９件 

 

1 件 

 

３件 

 

７１件 

 

３件 

 

 

資料３ 



 

重要伝統的建造物群保存地区の選定  

選定保存技術の選定及び保持者等の認定 

・竹
たけ

釘
くぎ

製作
せいさく

 石塚
いしづか

直
なお

幸
ゆき

 等 

０件 

 

７件 

 

登録・記録選択等        ４２６件 

 登録有形文化財（建造物）の登録  

・旧増川
きゅうますかわ

営林
えいりん

署
しょ

庁舎
ちょうしゃ

（展示館
てんじかん

しょうわ） 等 

登録有形文化財（建造物）の抹消   

・室井家
む ろ い け

住宅
じゅうたく

主屋
お も や

 等 

登録有形民俗文化財の登録  

・諏訪
す わ

の下駄
げ た

スケートコレクション 等 

登録無形文化財の登録及び保持団体の認定 

・菓
か

銘
めい

をもつ生菓子
な ま が し

（煉
ねり

切
きり

・こなし） 優秀
ゆうしゅう

和菓子
わ が し

職会
しょくかい

  等 

登録無形民俗文化財の登録  

・能登
の と

のいしる・いしり製造
せいぞう

技術
ぎじゅつ

 等 

登録記念物の登録  

・清水
し み ず

氏
し

庭園
ていえん

  等 

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択 

・大山
おおやま

こまの製作
せいさく

技術
ぎじゅつ

 等 

 

３９２件 

 

２０件 

 

２件 

 

２件 

 

 

２件 

 

５件 

 

３件 

現状変更等 １，９３４件 

 国宝・重要文化財（建造物）の現状変更の許可  

重要文化財（美術工芸品）の現状変更の許可 

特別史跡名勝天然記念物・史跡名勝天然記念物の現状変更の許可 

重要文化財（美術工芸品）の買取り 

重要美術品の認定の取消し 

１０件 

２件 

１，９１３件 

８件 

１件 

 



 

文化財保存活用地域計画・重要文化財保存活用計画等 ６８件 

 文化財保存活用地域計画の認定  

重要文化財（建造物）の保存活用計画の認定  

重要文化財（美術工芸品）の保存活用計画の認定  

史跡名勝天然記念物の保存活用計画の認定  

登録有形文化財（建造物）保存活用計画の認定 

３５件 

９件 

１件 

２２件 

１件 

その他 １件 

 持続可能な文化財の保存と活用のための方策について １件 

 

○ 令和３年８月２３日の文部科学大臣からの審議要請を受けて，企

画調査会で検討を行い，その結果を令和４年１２月１６日に「持続

可能な文化財の保存と活用のための方策について（第二次答申）」

として取りまとめた。 

 

○ 令和３年８月２３日の文部科学大臣からの審議要請を受けて，第

三専門調査会で調査を行い，その結果を令和４年７月２２日に「こ

れからの埋蔵文化財保護の在り方について（第一報告）」として取

りまとめた。 

 

２．今後の課題  

○来期も引き続き，国宝・重要文化財の指定等に係る調査審議を行う。 

○来期も引き続き，「これからの埋蔵文化財保護の在り方について

（第一報告）」に基づき、指定相当の埋蔵文化財の第一次リスト化

及び近世・近代の埋蔵文化財保護に係る調査審議を行う。 

 


